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更生計画認可に基づく弊社株式のお取扱いについて 

 

弊社は、東京地方裁判所に更生計画案を提出し、令和 7 年 10 月 20 日、更生計画案を

債権者による決議に付する旨の決定がなされておりましたが、令和 7 年 11 月 28 日まで

の書面投票による決議の結果、多数の債権者の皆様よりご賛同を賜り法定の可決要件を

満たし、本日、同裁判所より更生計画認可決定が出されました。 

これに伴い、弊社は、更生計画に定められた内容に従い、同日付けで、自己株式を除く

発行済株式全てを無償で取得するとともに、保有する全株式を消却（100％減資）した上

で、田中信一郎が新たな株主となり、以後の手続を進めることとなりました。 

これまで長きにわたり弊社を支えていただきました株主の皆様におかれましては、誠

に遺憾ながら、株主としての権利が失われることとなりましたことをご案内申し上げま

すとともに、改めまして謹んでお詫び申し上げます。 

なお、発行済株式全ての無償取得及び消却（100％減資）に伴う弊社株式のお取扱いは、

下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 弊社による発行済株式全ての無償取得及び消却の効力発生日 

令和７年 12 月 12 日 

2. お手元に株券をお持ちである場合 

お手元の弊社株券につきましては、弊社宛ご返却いただく必要はございません。 

3. お手元に株券をお持ちでない場合お手続は不要です。 

 

 

以上 


